
原著

現代国家と教育支配の構造

ー公教育における〈指導＝支配〉の

批判的考察をとおして一

はじめに

1980年代の公教育再編は国家の主導のもと

に強力にすすめられている。このプロセスのな

かで、教育への国家支配はそのあらゆる領域で

多様な形態と方法で重層的に展開されている。

公教育そのものが国家による教育支配のありか

ただとすれば、今日における動向はその本質が

実態的に顕在化しつつあるにすぎないのかもし

れない。

しかしながら、国家による教育支配の拡大と

強化は、確実に被支配的階級である民衆や労働

者階級のなかに自由の抑圧と隷従、不平等と差

別を深化させ、人間の普遍的解放に敵対し、苦

痛と哀しみをあたえつづけている。

しかも、教育をめぐる支配ー被支配、管理一

被管理の関係にあって、民衆自身が相互に支配

・管理する事態におかれ、そのような構造のな

岡村達雄

保障することを通して、教育への国家支配が行

なわれる教育のありかたであると指摘してきた。
(I) 

しかしながら、国家や権力がどのように教育を

支配してきているのか、この問題については深

く追求することを怠ってきたと反省せざるを得

ない。その結果、教育支配の現実に対して、何

をなすべきであるのか、そのことを示すまでに

至らなかったのである。

以上のことは、教育への国家支配の分析を現

実に即して試みることができなかったことに一

因があると考えざるを得ない。

小論では、教育支配に対する国家論的分析の

必要を考え、公教育における＜支配として⑬旨

導＞をめぐる問題を介して批判検討を試みてみ

たい。この意味で、小論は今後のこ．の領域での

研究の試論的性格をもつものである。

かで敵対し合う状態が日常化されてさえいる。 1. 処分と教育支配の構造

教育における支配の構造そのものが不可視なま (1) 処分と裁判

まにおかれているといってもよい。 教育委員会が教員に対して、懲戒処分あるい

教師と子ども、教師と親、親と子ども、教師 は分限処分を行なう場合、それを行政処分とい

と教師、子どもと子ども、親と親とが対立、敵 う。あるいは、保護者に対するその子への就学

対関係におかれている。 先学校指定、児童、生徒への出席停止措置など

このようなあり方をどのように理解し、この も行政処分にあたる。また、文部省による県教

現実を変えていくためにどのようにすればよい 委への措置請求あるいは教科書の検定も行政処

のか、それが問われていることは誰にもあきら 分である。

かである。 行政処分は、原則的には法的根拠に基づく行

かつてより、公教育は、教育を受ける権利を 政機関による権力行使であり、その意味では国
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家的法的秩序を維持するために行使される強力

な制裁である。

公教育において行政処分は、国家権力による

教育支配の「切り口」であるということができ

る。このようにみるならば、公教育の歴史は、

民衆に対する教育保障の拡大という視点とは異

なり、国家権力による相次ぐ処分によって維持

されてきた教育支配の連鎖の構造としてとらえ

てみることもできる。

これまで、教育の歴史をあえて＜処分の歴吏＞

として構造化する試みがあったとはいえない。

いいうるとすれば、く処分＞の「結果」である

教育裁判の歴史があげられる (2)。しかし後述す

るように、裁判・判決は教育支配の「切り口」

と言うよりはむしろ支配の「構造的縫合」とで

もいうぺきものである。公教育における処分が

基本的には教育をめぐる対立、葛藤、闘争、運

動、実践といった具体的現実に権力を直面させ

るのに対して、裁判・判決は、教育支配のく定

式化＞をめざし諸権力を連合させる契機と要索

とでもいうべきものである。それは新しい支配

の定式化を初級審から上級審に向けていっそう

抽象的に一般化させる。

これに較べて、処分は教育をめぐる闘争、教
(3) 

育支配をめぐる「力関係の凝縮」 を顕在化さ

せるばかりでなく、処分と処分との関係の構造

化を図ることによって、権力側にも、また被支

配者側にも、闘争と支配の現実を教訓化させて

いくのである。

いずれにせよ、公教育における処分は、国家

による教育支配の批判的分析にとって然るべき

位置をあたえられるべきであろう。

(2) 処分規範の拡大

行政処分は、公教育を維持し、教育支配を持

続していくための国家権力の行使である。した

がって、それは法的根拠たる処分規範が明示的

であることが前提とされている。法律に基づく

行政という意味では当然である。

教育における行政処分の規範としては、憲法、

教育基本法、学校教育法、教育公務員特例法、

地方教育行政法、文部省設置法、国家公務員法、

地方公務員法などの法律から政令、省令などの

規則まであげれば、処分規範そのものはきわめ

て広い。

ところで、今日では、行政処分における処分規

範は、「法的根拠」というものを拡大してきてい

る。たとえば、文部省告示である学習指導要領、

教育委員会・文部省の発する行政指導と解され

る通達や通知、さらには、個々の学校が定めて

いる校則、生徒心得などさえあげられる。法に

基づく行政という点からすれば、それらに基づ

く処分は違法だとされねばなるまい。しかしな

がら、現実には、そうした行政処分が相次ぎな

されるばかりではなく、そのような処分を処分

権の濫用、裁量権の逸脱とはせずに法に違背し

ないとする判決さえ日常化している。

以上のような現実は、行政における法律主義

の原則からすれば、行政権力による支配の拡大

となるのであろうが、行政国家的あり方からす

れば、現代国家の実態とみなされることになる。

いうまでもなく、行政機関に裁量権や委任立法

権限などを認めるのは、住民などからの行政需

要・サービスに対応する「適時性・弾力性・民

主性」への行政責任として積極的なありかたで

あるとされるからである。．つまり、行政サービ

スヘの行政責任を理由とする行政権力支配の拡

大である。もちろん、こうした行政権の拡大は、

法的保障の欠如、裁量権濫用による権力支配と

して批判されてきたし、行政支配権の違法性と

して批判していくべきものでもあろう。

しかしながら、現代国家における行政権力に

よる支配、あるいは国家支配への対応は、行政
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権限の制約、市民社会への国家干渉の排除とい

う局面を越えて、より本質的な局面での支配へ

の対抗を考えていくのでなければならないので

はないか、という問題としてある。

これは教育行政における教育支配の問題とし

ても問うべき点である。

(3) 指導助言と行政処分

現代国家における教育支配の構造と特徴をあ

きらかにしていくうえで、く指導助言＞をめぐ

る問題状況は無視しえない重要性をもっている。

ところで、処分→被処分の関係にあるのは、

教育委員会→学校教職員、文部省→教育委員会、

教育委員会→児童•生徒・保護者、などである。. . . 
しかし、処分事由に伴う直接の当事者関係は、

学校内における校長・教頭→教員、あるいは、

校長を含む教員→児童•生徒・保護者といえる。

これらの関係を規制しているのは、指揮命令・

監督あるいは指導助言、助成などである。とく

に後者についていえば、教育活動それ自体をも

包含するものといってよいであろう。これらの

うち、とくに、教員に対する懲戒・分限処分は、

行政権力による教員への統制支配であって、国

家の教育支配の「切り口」という意味では、重

要な位置にあるとしなければならない。

若千の処分および判決にふれて問題の所在を

指摘していこう。

「・・・指導助言を受け、なお不相当な授業を繰

返すときは分限処分ないし懲戒処分をすること

ができる。」
(4) 

これは伝習館裁判の控訴審判決(1983年12月

24日）の中の記述である。つまり、校長などの

指導助言を受けたのにそれに教員が従わなかっ

たような場合、処分できるということである。

周知のように、指導助言は指揮命令とは異なり、

強制的性格や法的拘束力をもつものではない。

にもかかわらず、指導助言への服従が要請され

るということであれば、指導助言は指揮命令と

異なるところがなくなるということであり、そ

の場合もはや指導助言とは言えなくなるという

ことになる。

同裁判の一審判決では、すでに同様な判旨が

なされていた。同判決(1978年7月28日）は、

学習指導要領を法的拘束力のある強行規定に相

当する部分と法的拘束のない指導助言文書に相

当する訓示規定の部分があるとした。そのうえ

で「訓示規定があるからといって教師がこれを

不問に付してよいというのでは勿論なく、むし

ろこれが遵守は基本的には教師の自律的判断に

期するところ大であるが、なおこれが不遵守に

対しては指導助言の対象となり、その指導助言

に教師が従わないときに場合によっては『勤務

成績が良くない』とか『その職に必要な適格性

を欠く場合』に該当し分限の対象とはなり得よ

う。」
(5) 

これは校長などの指導助言に服従しない場合

は「分限処分」にしうるとした最初の判例であ

った。同裁判は、学習指導要領の法的拘束性お

よび教科書の使用業務などを主要な争点として

争われたものであったが、指導助言を学習指導

要領のような告示文書としてではなく、校長な

どの職務行為そのものとして扱い、権限（権力）

行使をめぐる支配一被支配関係を規制するとい

う重要な教育支配の現実にかかわる内容を含む

ものとしてあった。

従来、法的制裁力をもたないとされてきた指導

助言へのこうした解釈が公教育支配の現実にも

たらす問題性について私はすでに指摘したとこ

ろであったし (6)、また指導助言へのかような解

釈への疑義も示されてきた 。
(7) 

この判決後、この点にかかわる分限処分が相

次ぐことになった。

ほぼ 1年後、伝習館高校と同様の福岡県立若
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松高校教諭が「上司の再三にわたる指示・指導

にもかかわらず」、これを改めなかったとして

分限免職を受けた(1979年5月8日）。処分事

由の主たる理由は「卒業式において、式典にふ

さわしくない服装で出席し、職務である国歌斉

唱の伴奏に当って、極めて異常な伴奏」をした

というもので一般に“『君が代』処分”と呼称さ

れている。現在、処分を不服とし取消しを求め

た審理が人事委員会で進行中である。

1981年7月20日、長崎県教育委員会は「職

務上の上司として発せられた職務命令や指導に

従わず、長期にわたって職務上の義務違反を繰

り返した。」として、 長崎市立川平小学校教諭

を分限免職とした。同処分の主たる直接の処分

事由は、 「指導要録中の観点別学習状況欄」に

記入しなかったというものであった。この事件

も、処分取消請求事件として現在、長崎地方裁

判所で審理中である。

これらはいずれも、処分事由や状況が異なる

としても、学校における教員の教育活動をめぐ

る管理職たる校長などとの間における職務関係、

とくに「指導に従わなかった」を理由とする処

分であった。その点において、伝習館一審判決

の「指導助言への服従」を処分規範とした判旨

に照応するものだったということができる。

1970年代後半におけるこのような判決ー処

分の動向は、前記伝習館二審判決と深いつなが

りをもつものとして展開したとしなければなら

ない。＜指導助言＞をめぐる＜判決→処分→判

決＞という連鎖構造ともいうべき事態は、公教

育支配の新しい質と水準を定式化した。すなわ. . . . . . . 
ち個別的、具体的な教育実践＝闘争をめぐる教

育現実への行政権力の支配権の行使（処分）は. . . . . . . 
一般的、抽象的な教育支配基準へと司法権力に

よる定式化（判決）として変換され仕上げられ

る。そこに公教育における支配を再構成してい

く力動的な国家権力の姿がある。それは法によ

るスタティックな支配とは異なる、重層的で有

機的な権力行動による支配のための新たな教育

構造の創出だといえるであろう。 . . 
教育支配の分析に際して、法制的教育制度と

「諸制度を組織化する母胎をカバーする」構造

＝教育構造とを識別する必要があるとするプー

ランツァスの指摘がこの点では重要に思える。．． 
彼によれば、構造は「イデオロギー的なものを

通じて…•••この構造が組織する制度体系の中に、

また制度体系によってつねに隠されたままでい

る。…構造は制度それ自体のなかに、暗示的で
9ンヴェ.....

裏返しざれた形態の下に現存」していると指摘

する
(8) 

゜ . . . . 
ところで、支配のため、教育構造にとって、

国家権力はなにゆえにく指導助言＞に重要な位

置を与えたのであろうか。この問題は、現代日

本における教育への国家支配の構造的特徴を明

らかにしていくうえで重要なテーマのーひとつで

ある。

2. 公教育における＜指導助言＞ある

いはく指導＝支配＞の局面

(2) 教育行政における＜指導助言＞

教育支配にとって指導助言の戦略的役割を指

摘したのは故持田栄一氏であつた。-・ すなわち

「『指導助言』行政といえども公的支配の一つ

の様式である」 「『指導助言』行政にこそ、近

代教育の『改良』と『社会化』をとおしての隅l

家化』、 『事業経営』をとおしての『秩序維持』

という近代教育行政の矛盾が集約されている。

それは被管理者の自発性と主体性を喚起するこ

とをとおして、指揮命令を浸透させることであ

る」と適確に指摘した(9)。指導助言のもつ支配

機能へのかような批判的認識は、 1960年代後

半以降の教師＝専門職論に依拠する教育政策へ
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の批判、および．「指揮命令」行政への厳しい批

判に比較して「指導助言」行政を免罪し肯定的

に評価する教育運動側の民主・国民教育論への

批判的課題を背景とするものであった。

指導助言行政を法的拘束力を有しない非権力

的行政として性格づけようとした、兼子仁氏に

代表される所説は、教育内容・教育課程への国

家権力による統制支配を批判、排除し、教育の

専門性、自主性を制度的に保障しようとする意

図をもって構成されてきたといってよい。 「良

質で有効な指導助言行政が本来的な教育行政で

ある」とされた (10)。近代教育の原則のひとつで

ある教育の専門性原則に基づく指導助言行政観

はこの意味で、当然にも教育への公的支配を含

意するものにほかならない。こうした教育行政

の本体を指導助言行政ととらえる所説は、戦後

における近代的な諸原理を導入した教育委員会

制度創設を基本とする教育行政改革の現実に対

応するものだったといってよい。

周知のように教委制度は、地方分権、一般行

政からの教育行政の独立（公選制＝素人統制）と

ならぶ専門指導性原則（プロフェッショナル・

リーダーシップ）などを構成原理として、とく

に教育長、指導主事の両職の設置を専門指導性

の制度的担保（両職の教員免許状制）として図

った。その後、両戦における免許状制度廃止

(1954年）、その代替とされた任用資格制度廃

止(1956年）は、 「十分な教育専門的水準を担

保しうる制度」 (11)としての条件を失わしめた。

任命制への改編を含めた地方教育行政法制度は、

国、文部大臣、地方公共団体、 教育委員会に

「指導、助言、援助」の権限を定め、指導主事

を継続的存置としたが、そこにおける指導助言

機能が変質したことは当然であった。

教育行政行為としての指導助言機能は、した

がって、指揮監督権を前提とする管理・被管理

関係のなかに位置づけられざるを得ないものと

なった。このような教育行政の現実にもかかわ

らず、兼子的所説は「指導助言を行なう者と受

ける者との間の対等関係」あるいは「優秀なる

ものへの尊敬」に基づく指導助言行政を主張す

る。 「指導助言の関係においては行政上の命令

服従関係があってはならず、指導助言の優秀性

をめぐって受ける側の自主的判断と主体的選択

が保障されるべきなのである。」 (12) というのが

それである。かような主張は、教育行政権によ

る教育支配の実態をみない観念論的主観主義だ

というほかない。公的支配の現実としてある「指

導助言」を批判的に認識していく態度とそれは

無縁である。

付言すれば、指導助言が「本来的に」機能す

る「制度的担保」があったとしても、それ自体、

近代的な支配（支配としての指導）であるとい

うことへの批判的認識は不在である。兼子的所

説が近代的支配理論にほかならないゆえんであ

る。

教育内容への国家支配を排除するために「考

案」された、いわゆる故宗像誠也氏の「内的事

項・外的事項峻別論」は、教育内容（内的事項）

への教育行政権の「オフ・リミッツ論」ゆえに、

教育行政の関与論である指導助言行政論には、．．．．． 
そのかぎりで批判的となった。教育内容への官

僚的統制という現実認識からとらえられたつぎ

のような指摘の方がリアリティを含んでいたの

は当然である。

「官僚制を温存したまま、指導性を要求する

とすれば、その結果は民主化に対する妨げにな

るほかあるまい。すなわち、専門技術的優秀性

が、非民主的官僚制と癒着して、強大な統制力

を発揮することは、警戒されねばならぬことで

ある。」
. (13) 

もとより、 宗像流の「内外峻別論」

は教育への国家支配の現実認識にもとづくもの
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ではないし、主観的見解の域をでるものではな

いということはいうまでもない。

以上のような諸説に対して行政解釈・見解に

ついて言及しておこう。

結論的にいえば、教育行政行為としての指導

助言は、行政管理権のなかの管理作用のひとつ

にすぎない。教育行政機関の関係において、指

導、助言、援助は、 「法令に特別の定めがある」

指揮監督などの関係以外の関係における作用で

あって、その意味では行政支配権の包括的機能

をさしている。法令に基づかないというのは、

法的拘束性をもたないという意味としてではな

く、むしろ行政支配権、管理権の拡大的適用と

いうことになる。

また、教委と学校の関係では、 「設置者と学

校という管理関係が設置者の全般的な支配権」

「包括的な管理権」のもとにある (14)。 教委に

よる「指導助言」は、指揮監督権とならぶ管理

権行使の一作用、ひとつの方法・態様にすぎな

い。 「教育課程、学習指導等について、この学

校側の主体性を生かすよう管理の作用を行うと

一般的支配権の自己抑制」 (16)として学校管理規

則を意味づけ、その支配権チェックの規定とみ

る考え方にあらわれている。むろん、これは、

行政側に都合の良い解釈であって、学校管理規

則は、教育活動への統制規定である。

このようにみるならば、権力的な指揮監督の

基礎にある一般支配権を教育行政においては「指

導助言」と命名し、一般支配権の行使を指導助

言的な態様で行使するために、それを保障する

制度的措置（専門化された教員養成制度、免許

・資格制、研修機会など）、イデオロギー（教

師＝専門職論など）あるいは制度の有機的結合

である教育構造を形成してきたのだという把握

さえ成り立つであろう。資本制社会における公

教育が国家権力の支配のために組織されたとい

う事情とそれは関係している。

このようなわけで、今日における教育への国

家支配の全面的展開にあたって、 「指導助言」

が支配にとっての有効性において位置づけられ

てきたわけである。しかも、それは教育行政権

の行使という局面から、教育機関である学校内

すれば、その管理の作用は、指揮監督を中心とし 部における管理・被管理関係における支配の位

したものではなく、指導助言を中心したものに 相へと重心を移行させて構造化されつつある(17)。

ならざるをえない。」
(15) 

1970年代から80年代への教育支配、教育政策

要するに、そこでいわれる「指導助言」とは の展開は、じつはこうした教育への支配の質的

く教育管理のための包括的行政支配権＞の別名 転換を内包してすすめられたのだといえる。教

にすぎない。教育行政に期待される「自主性・

主体性」は、支配意志（「指導助言」権者の意

志）に沿って発揮される「奴隷の自由」とでも

いうべきものである。 「指示した通りに行わせ

るのではなく、指示を越えて教育の活動を高め

る自主性に期待する」というのはそのような文

脈で言われるものというほかない。いずれにせ

よ、教育行政権者は、教育への包括的支配権を

有するということである。たとえばそれは、包

括的支配権をもつ教育委員会の「学校に対する

育支配にとって指導助言とは何かが問われる必

要がある。

(2) <指導＝支配＞と教育構造

指導助言による教育支配ということが、今日

の公教育において決定的に重要となりつつある。

すでに指摘したように、指導助言行政として

は、指揮監督と同様だという意味ではなく、指

導助言権が管理・被管理関係を媒介として、限

定されない広範な管理分野での支配権的行使を

行ない得るし、かつまたそのような現実が一般
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化さえしつつあるという意味である。

とくに、教育委員会の指導主事による学校に

対する指導行政は、学校訪問時における教員の

教育指導などへの直接的な管理権行使の強化の

現実をめぐる問題ー指導案の提出命令などーと

してある。

ところで、教育行政の位相ではなく、学校内

部における管理職などによる教員への指導助言

支配という位相は、これはよりいっそう本質的

問題性を提示している。指導行政をめぐる問題

では、この位相での論議が展開されてきている

わけではかならずしもない。

指導助言が管理支配権として教員を統制する

という事態は、公教育支配における国家による

教員支配として決定的意味をもつであろう。

く支配としての指導＞は、前述のように行政管

理作用として指導助言があるのだという行政解

釈が主張されているから、支配権があるのだと

いうことではない。実際、現行教育法制のもと

で、校長などの個々の「指導助言」に教員が服

さねばならないという規定があるわけではない。

したがって、それに従うこと、また従うことを

強制されるわけでもないから、そのかぎりで服

さなければ権力による支配は成立しえない。

もとより、今日における＜支配として⑬昔導＞

をめぐる問題状況はそれらと位相を異にしてい

る。すなわち、指導するものとされるものとは

対等関係ではなく、管理するもの・されるもの

という関係にあって、こうした関係のもとでの

「指導助言」への不服従が、法的根拠において

ではなく、処分という権力支配権の行使として

裁断されるという事態の問題性である。この点

は、すでにく処分ー判決ー処分＞という教育支

配構造および国家権力の問題として指摘した。

ここでは、この処分による支配構造の特徴に論

及しておこう。

第ーに、指導助言による支配の効果性は、そ

れへの不服従は必ず処分として問われないとし

ても、つねに処分として裁断される可能性によ

って担保されているという点である。

第二に、国家権力による処分の発動は、明示

的根拠を欠如した分限処分に求められ、処分決

定の判断が一方的に行政側に委ねられている。

指導への不服従の反復が反抗的態度、協調性の

欠如、学校秩序への敵対などを理由に全体とし

て不適格とみなされ、分限処分の構成要件とさ

れる。

第三に、以上のような前提のもとに、法的根

拠を必要としない校長などの指導助言の教職員

への行使は、随時、多様な理由で、教育活動な

どのあらゆる分野で行なわれうるという点であ

る。

第四に、指導助言は教育の専門性を与件とし

ており、指導を受けるものはつねに専門性では

劣位にあるものとされ、また指導するものの専

門性に基づく指導は絶対視される。このような

意味で、専門性の水準の高低は、指導・被指導

の関係を学校内部において容易につくり出し、

こうした専門性による階層制は、く支配として

の指導＞のモメントを支配のそれとしていくつ

も学校内部につくり出すことが可能となる。学

校はく指導＝支配＞の契機を重層的に構造化す

る管理装置となる。

以上にみたような教育支配構造は、かつて指

導助言も公的支配の形態だと指摘するにとどま

っていた段階から新しい教育への支配構造の実

体的なレベルでの対象化を可能にするものであ

る。

このような教育支配のありかたがどのように、

どうしてつくりだされてきたのか、それを明ら

かにしておくべきであろう。

さしあたり、ここでは要点のみをあげておき
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たい。

第一には、教師＝専門職論および 1971年以

降の教員給与待遇の引きあげによる教育労働者

性の喪失化ーそれによる職能意識化。

第二に学校内部における教頭、主任制度化に

よる職能組織化（専門職組織化）。

第三に研修体制強化による学校内部でのく指

導＝支配＞契機の構造化の進展。

第四に教員養成制度における＜専門性＞の強

調によるいっそうの国家統制化。

第五に、教育の職能的専門性への社会的関心

とそれを期待する社会意識化および教員自体の

意織化。

第六に、教職員組合運動の職能団体運動化。

第七に、こうした公教育体制を総体として国

家主導による再編過程として組織化したこと。

たとえば以上のようなことがあげられる。それ

らは、く処分ー判決＞の教育構造として対象化

要素としてではなく、階級的要素としての自己

を教育労働の主体的共同的な組織化と闘争のな

かで確立していくとと。学校そのものを支配・

被支配をめぐる階級的に対立する＜力関係の凝

縮＞の場として顕在化させていくこと。つまり、

学校を教育への国家支配の構造のひとつの位相と

して構成しなおしていく試みが必要に思われる。

小論では、教育支配への国家論的分析を予定

していたが紙幅の関係で視点の提示にとどまった。

上述のいくつかの課題の展開をふくめて、他日

を期したい (1983年2月）。
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